
ワーケーション展開費用助成金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、ワーケーション展開費用助成金（以下、「助成金」という。）の交付

について、市費補助金交付規則（昭和 62年規則第 23号）に定めるもののほか、必要な

事項を定めるものとする。 

 

（目的） 

第２条 この助成金は、市外の企業・団体（以下、「企業等」という。）や企業等に勤める

国内在住の役員・社員（職員）又はフリーランス・個人事業主（以下「社員等」という。）

が、将来的な移住・二地域居住、半農半Ｘ、人材育成・チーム合宿などのワーケーショ

ン・移住体験事業の実施に必要な経費の一部を助成し、市内消費の促進、関係人口の創

出、担い手確保や移住・二地域居住、企業誘致などの副次効果を図ることを目的とする。 

 

（定義） 

第３条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

（１） ワーケーション 非日常の土地で仕事を行うことで、生産性や心の健康を高め、

より良いワーク＆ライフスタイルを実施することをいう。 

（２） 企業等 法人の本店所在地が市外の企業又は団体をいう。 

（３） 社員等 日本国内（富良野市除く）に住所を有し、居住実態がある者をいう。 

（４） 代理店 企業等から業務代行を受けた旅行会社をいう。 

 

（助成対象者） 

第４条 助成の対象となる者（以下、「助成対象者」という。）は、以下の第１号から第４

号までの要件を全て満たす企業等、社員等及び代理店とする。 

（１） 社員等が所属する法人においては既に１年以上の事業活動実績があること。 

（２） 国・都道府県その他の公的機関から助成金等を重複して交付を受ける者でない 

こと。 

（３） 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23年法律第 122号）

第２条に定める業種、公序良俗に反する事業又は宗教的施設として活用する事業を営

む者でないこと。 

（４） 富良野市暴力団排除条例（平成 26年条例第 28号）第２条第１号に規定する暴 

力団、同条第２号に規定する暴力団員又は同条第３号に規定する暴力団関係事業者に 

該当しない者であること。 

 

（助成金の交付） 

第５条 市長は、助成対象者に対して、予算の範囲内において、助成金を交付する。 

 

（助成対象経費） 

第６条 助成対象経費は、助成対象者が第２条の目的に掲げる事業を行うために支出した



旅費、家賃（宿泊費）、保育料、体験教育費及びレンタカー利用料とし、助成対象経費は

事業ごとに決定することとする。 

 

 （助成対象事業） 

第７条 助成の対象となる事業（以下、「事業」という。）は以下に掲げる事業とし、助成

内容、助成金額、助成対象者及び助成要件はそれぞれ別表のとおりとする。 

（１）子育て向けワーケーション・移住体験支援事業 

（２）転職なき移住者向けワーケーション・移住体験支援事業 

（３）半農半Ｘワーケーション体験支援事業 

（４）サテライトオフィス進出検討視察支援事業 

（５）人材育成・チーム合宿ワーケーション実施支援事業 

（６）ワーケーション実施支援事業 

（７）移住・ワーケーション体験ツアー参加支援事業 

 

（事業実施の事前申込等） 

第８条 助成金の交付を受けようとする助成対象者（以下、「申込者」という。）は、担当

職員のオンラインによる説明を受けた上で、事業の実施予定日の２週間前までにワーケ

ーション展開申込書（様式第１号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の申込書が提出された場合において、申込者と実施内容について協議を

行い、当該内容について合意に至ったときは、申込者に対し、ワーケーション展開受入

決定通知書（様式第２号。以下、「受入決定通知」という。）により通知するものとする。 

 

（助成金の交付申請） 

第９条 前条の決定を受けた申込者は、受入決定通知に基づき事業を実施し、助成対象経

費が確定したときには、速やかに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。 

（１） ワーケーション展開費用助成金交付申請書（様式第３号(1)） 

（２） ワーケーション消費（支出）額算出表（様式第３号(2)） 

（３） ワーケーション体験記（様式第３号(3)） 

（４） ワーケーション展開費用助成金実績報告書（様式第４号） 

（５） 助成の対象となる経費を証する書類 

（６） その他市長が必要とする書類 

 

（助成金の交付決定） 

第 10条 市長は、前条の書類が提出された場合において、その内容を審査し、適当と認め

るときは、予算の範囲内で助成金の交付を決定し、当該申込者に対し、ワーケーション

展開費用助成金交付決定通知書（様式第５号。以下、「交付決定通知」という。）により

助成金の交付額を通知するものとする。 

 

（助成金の請求） 

第 11条 前条の規定により交付決定通知を受けた申込者は、当該助成金の交付を受けよう

とするときは、ワーケーション展開費用助成金交付請求書（様式第６号）を市長に提出



しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定により適正な請求を受けたときは、当該申込者に対し、速やかに

助成金を交付する。 

 

（交付決定の取消し） 

第 12条 市長は、第９条に規定する助成金の交付決定が虚偽の申請若しくは報告又は不正

行為によりなされたときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。 

２ 市長は、前項の規定により交付決定を取消したときは、当該申込者に対し、ワーケー

ション展開費用助成金交付決定取消通知書（様式第７号）により通知する。 

 

（助成金の返還） 

第 13条 市長は、前条の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取消した場合にお

いて、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、当該申込者

に対し、期間を定め、ワーケーション展開費用助成金返還命令書（様式第８号）により

返還を命ずるものとする。 

 

（その他） 

第 14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

別表（第７条関係） 

助成対象事業 助成内容 助成金額 
助 成 

対象者 
助成要件 

（１）子育て世

代向けワーケー

ション・移住体

験支援事業 

将来的に地方移

住や二地域居住

等を考える子育

て世代の家族

が、富良野市内

の賃貸住宅（宿

泊施設）に 14泊

以上でワーケー

ション滞在した

場合の家賃（宿

泊費）、レンタカ

ー代、保育料（1

名分）、体験教育

費（1 名分）の

一部を助成す

る。 

家賃（宿泊費）は、

14 泊以上は５万

円を上限に２／３

以内、21泊以上は

10 万円を上限に

２／３以内、31泊

以上は 15 万円を

上限に２／３以内

とする。レンタカ

ー代は、14日以上

は３万円を上限に

１／２以内、21日

以上は５万円を上

限に１／２以内、

31 日以上は７万

円を上限に１／２

以内とする。保育

料は、１日 2,500

円を上限に１／２

社員等 ・助成対象期間中の賃貸

住宅、宿泊施設の変更は

原則認めない。 

・SNS による情報配信

にあたり子どもを含め

た顔写真の掲載に同意

すること。 

・レンタカーを利用する

際には、北海道内の営業

所で借りる場合に限る

こととし、助成を受ける

期間内であること。ま

た、免責補償等の保険料

は利用料に含むが、オプ

ション、装備品（チャイ

ルドシートを除く）や出

発店舗と異なる店舗に

返却できる片道利用（乗

り捨て）の加算分は含ま



以内、最大 30 日

間分まで支給とす

る。体験教育費は

5 万円を上限に１

／３以内とする。 

※家族、同伴者の

帯同に伴う経費は

助成対象外とす

る。 

※家賃には、光熱

水費（灯油代除

く）、美装費、布団

代（レンタル）を

含む。 

※宿泊費は、素泊

まり料金を助成対

象経費とする。 

※保育料は預かり

（延長）保育料も

助成対象とする。 

※体験教育費は、

市が別途定める助

成対象基準に適合

し、市と事前協議

の上、滞在前にプ

ログラム参加の予

約を済ますこと。 

※体験教育費の助

成は、親がリモー

トワークなどの勤

務中に小学生を対

象に各週平日 4日

以上連続したプロ

グラム参加に係る

費用に限る。 

※算定した額の合

計額に百円未満の

端数があるとき

は、これを切り捨

てた額とする。 

 

ないこととする。 

・同一家族等が同一の年

度内に体験できるのは

１回までとする。 

・助成対象期間中、市内

事業者等が実施するゼ

ロカーボン推進を目的

とした体験プログラム

に参加すること。 

・助成対象期間中、移住

を見据えた子育て、生活

環境等の説明、市内視察

に参加すること。 

・助成対象期間中、消費

（支出）額を積算、算 

出すること。 

・助成対象期間中の様子

をＳＮＳで紹介し、本市

の魅力を拡散すること。 

体験終了後、市に体験記

及び関連画像を提出す

ると共に、ＳＮＳによる

情報拡散に努めること。 

・助成対象期間中、本市

の関係者などと１回以

上の情報交換会または

交流会に参加すること。 



（２）転職なき

移住者向けワー

ケーション・移

住体験支援事業 

将来的に地方へ

転職なき移住や

二地域居住等を

考える 20 代～

50 代の社員等

が、富良野市内

の賃貸住宅（宿

泊施設）に 14泊

以上でワーケー

ション滞在した

場合の家賃（宿

泊費）、レンタカ

ー代の一部を助

成する。 

家賃（宿泊費）は、

14 泊以上は５万

円を上限に２／３

以内、21泊以上は

10 万円を上限に

２／３以内、31泊

以上は 15 万円を

上限に２／３以内

とする。レンタカ

ー代は、14日以上

は３万円を上限に

１／２以内、21日

以上は５万円を上

限に１／２以内、

31 日以上は７万

円を上限に１／２

以内とする。 

※家族、同伴者の

帯同に伴う経費は

助成対象外とす

る。 

※家賃には、光熱

水費（灯油代除

く）、美装費、布団

代（レンタル）を

含む。 

※宿泊費は、素泊

まり料金を助成対

象経費とする。 

※算定した額の合

計額に百円未満の

端数があるとき

は、これを切り捨

て額とする。 

社員等 ・助成対象期間中の賃貸

住宅、宿泊施設の変更は

原則認めない。 

・SNS による情報配信

にあたり顔写真の掲載

に同意すること。 

・レンタカーを利用する

際には、北海道内の営業

所で借りる場合に限る

こととし、助成を受ける

期間内であること。ま

た、免責補償等の保険料

は利用料に含むが、オプ

ション、装備品（チャイ

ルドシートを除く）や出

発店舗と異なる店舗に

返却できる片道利用（乗

り捨て）の加算分は含ま

ないこととする。 

・同一社員等が同一の年

度内に体験できるのは

１回までとする。 

・助成対象期間中、市内

事業者等が実施するゼ

ロカーボン推進を目的

とした体験プログラム

に参加すること。 

・助成対象期間中、移住

を見据えた生活環境等

の説明、市内視察に参加

すること。 

・助成対象期間中、消費

（支出）額を積算、算出

すること。 

・助成対象期間中の様子

をＳＮＳで紹介し、本市

の魅力を拡散すること。

体験終了後、市に体験記

及び関連画像を提出す

ると共に、ＳＮＳによる

情報拡散に努めること。 



・助成対象期間中、本市

の関係者などと１回以

上の情報交換会または

交流会に参加すること。 

（３）半農半Ｘ

ワーケーション

体験支援事業 

市内で農作業体 

験として従事し 

ながら、自らの 

仕事も行う「半 

農半Ｘ」のワー 

ケーションを実 

施した場合、旅 

費の一部を定額 

助成する。 

【新規就農・雇用

就農向け】 

5 月～6 月の期間

に１日あたり４時

間（午前中）の農

作業を連続して４

日間体験した場

合、２万円の旅費

を支給する。なお、

7 日間まで延長で

きることとし、1

日当たり 5千円の

旅費を加算する。 

※怪我や病気等や

むを得ない事由に

より、連続して 4

日間の体験ができ

なくなった場合に

限り、農作業体験

した日数分の旅費

（１日あたり５千

円）を支給する。 

【農業体験向け】 

7月~9月の期間に

１日あたり４時間

（午前中）の農作

業を連続して 3日

間体験した場合、

15 千円の旅費を

支給する。なお、

5 日間まで延長で

きることとし、1

日当たり 5千円の

旅費を加算する。 

※怪我や病気等や

むを得ない事由に

より、連続して 3

社員等 ・体験者の年齢は新規就

農・雇用就農向けが原則

45 歳未満、農業体験向

けが 60歳未満とする。 

・SNS による情報配信

にあたり顔写真の掲載

に同意すること。 

・富良野市農業担い手育

成機構や農林課が定め

るスケジュールや農業

者の指導、ルールに従

い、農作業体験を実施す

ること。 

※傷害保険は体験者が

必要に応じて加入（任

意）すること。 

・滞在施設から体験農場

までの移動手段を確保

すること。 

・同一体験者が同一の年

度内に実施できるのは2

回までとする。 

・助成対象期間中、市内

事業者等が実施するゼ

ロカーボン推進を目的

とした体験プログラム

に参加すること。 

・助成対象期間中、消費

（支出）額を積算、算出

すること。 

・助成対象期間中の様子

をＳＮＳで紹介し、本市

の魅力を拡散すること。

体験終了後、市に体験記

及び関連画像を提出す

ると共に、ＳＮＳによる

情報拡散に努めること。 



日間の体験ができ

なくなった場合に

限り、農作業体験

した日数分の旅費

（１日あたり５千

円）を支給する。 

・助成対象期間中、本市

の関係者などと１回以

上の情報交換会または

交流会に参加すること。 

（４）サテライ

トオフィス進出

検討視察支援事

業 

企業等が本市の

地域課題解決や

人材活用、地域

資源を生かした

新規事業の創

出、ローカルベ

ンチャーなど、

サテライトオフ

ィスの設置を検

討するためにワ

ーケーションも

兼ねて視察した

場合、旅費の一

部を定額助成す

る。 

富良野市内の宿泊 

施設に２泊以上滞

在した場合、１名

あたり道外３万

円、道内２万円と

し、１回の視察に

つき、助成の対象

となる視察者数は

１社あたり４人ま

でとする。 

企業等 ・同一企業等が同一の年

度内に助成金を利用で

きるのは２回までとす

る。 

・SNS による情報配信

にあたり顔写真の掲載

に同意すること。 

・助成対象期間中、市内

事業者等が実施するゼ

ロカーボン推進を目的

とした体験プログラム

に参加すること。 

・助成対象期間中、消費

（支出）額を積算、算出 

すること。 

・助成対象期間中の様子

をＳＮＳで紹介するな

ど、本市の魅力拡散に努

めること。体験終了後、

市に体験記及び関連画

像を提出すると共に、Ｓ

ＮＳによる情報拡散に

努めること。。 

・助成対象期間中、本市

の関係者などと１回以

上の情報交換会または

交流会に参加すること。 

（５）人材育

成・チーム合宿

ワーケーショ 

ン実施支援事業 

企業等が社員

（職員）の人材

育成やチームビ

ルディングなど

を目的としたワ

ーケーションを

実施する際に要

した旅費の一部

富良野市内の宿泊 

施設で５名以上が

４泊以上滞在した

場合、１名あたり

道外３万円、道内

２万円とし、上限

を 10 名分までと

する。 

企業等 

代理店 

・同一企業等が同一の年

度内に助成金を利用で

きるのは１回までとす

る。 

・SNS による情報配信

にあたり顔写真の掲載

に同意すること。 

・助成対象期間中、市内



を定額助成す

る。 

※家族、同伴者の 

帯同に伴う経費は 

助成対象外とす

る。 

事業者等が実施するゼ

ロカーボン推進を目的

とした体験プログラム

に参加すること。 

・助成対象期間中、消費

（支出）額を積算、算出 

すること。 

・助成対象期間中の様子

をＳＮＳで紹介するな

ど、本市の魅力拡散に努

めること。体験終了後、

市に体験記及び関連画

像を提出すると共に、Ｓ

ＮＳによる情報拡散に

努めること。 

・助成対象期間中、本市

の関係者などと１回以

上の情報交換会または

交流会に参加すること。 

（６）ワーケー

ション実施支援

事業 

企業等の社員等

がワーケーショ

ンを実施する際

に要した旅費の

一部を定額助成

する。 

【通常型】 

富良野市内の宿泊 

施設で４泊以上滞

在した場合、１名

あたり道外２万

円、道内１万２千

円とする。なお、

７月から９月及び

ゴールデンウィー

クは助成対象外期

間とする。 

【担い手活動参 

画型】 

富良野市内の宿泊 

施設で４泊以上滞

在し、地域イベン

ト等のボランティ

ア活動に参加した

場合、１名あたり

道外４万円、道内

２万円とする。 

※家族、同伴者の 

社員等 ・同一実施者が同一の年

度内に助成金を利用で

きるのは、通常型が 1

回、担い手活動参画型が

3回までとする。 

・SNS による情報配信

にあたり顔写真の掲載

に同意すること。 

・助成対象期間中、市内

事業者等が実施するゼ

ロカーボン推進を目的

とした体験プログラム

に参加すること。 

・助成対象期間中、消費

（支出）額を積算、算出

すること。 

・助成対象期間中の様子

をＳＮＳで紹介し、本市

の魅力を拡散すること。 

体験終了後、市に体験記

及び関連画像を提出す

ると共に、ＳＮＳによる



帯同に伴う経費は 

助成対象外とす

る。 

情報拡散に努めること。 

・助成対象期間中、本市

の関係者などと１回以

上の情報交換会または

交流会に参加すること。 

・担い手活動参画型は、

市が指定する以下の地

域イベント等のいずれ

かにボランティア活動

として参加すること。 

なお、活動日数は協議等

の上決定する。 

■東山地域ふるさと祭

り（7月上中旬 1日間） 

■山部ふれあいまつり

（7月中旬 2日間） 

■北海へそ祭り（7月 28

日・29日 2日間ほか） 

■ふらのワインぶどう

祭り（9月上旬 1日間ほ

か） 

■ ふ ら の bonchi 

powder フェス（2 月上

旬 2日間） 

■やまべゆきんこまつ

り（2月上中旬 1日間） 

■その他、市長が認める

地域イベント等 

・ボランティア活動に係

る傷害保険は利用者が

必要に応じて加入（任

意）すること。 

（７）移住・ワ

ーケーション体

験ツアー参加支

援事業 

市や地域おこし

協力隊が運営す

る企画募集型の

移住（二地域居

住）・ワーケーシ

ョン体験ツアー

に参加した場

合、旅費の一部

を定額助成す

富良野市内の宿 

泊施設に滞在した

場合、道外の夫

婦・パートナー帯

同は３万円、個人

は２万円の旅費を

支給する。道内の

夫婦・パートナー

帯同は２万円、個

社員等 ・助成対象期間中、市内

事業者等が実施するゼ

ロカーボン推進を目的

とした体験プログラム

に参加すること。 

・助成対象期間中、消費

（支出）額を積算、算出

すること。 

・助成対象期間中の様子



る。 人は１万円の旅費

を支給する。 

※帯同者（配偶 

者・パートナーを 

除く）は助成対象 

外とする。 

をＳＮＳで紹介し、本市

の魅力を拡散すること。

体験終了後、市に体験記

及び関連画像を提出す

ると共に、ＳＮＳによる

情報拡散に努めること。 

・助成対象期間中、本市

の関係者などと１回以

上の情報交換会または

交流会に参加すること。 

附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 


